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○国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について

令 和 ４ 年 ３ 月  2 2 日

財 理 第  1 1 6 3 号

改正 令和６年４月２５日財理第１２８６号

財務省理財局長から各財務（支）局長、沖縄総合事務局長宛

財政制度等審議会答申「今後の国有財産の管理処分のあり方について」（令和元年６月14

日）の趣旨を踏まえて、今後、下記により、国家公務員宿舎（以下「宿舎」という。）にお

ける市町村（特別区を含む。以下同じ。）ごとの必要戸数を的確に把握し、需要と供給に乖

離がみられる市町村についてはその改善に向けて対応を行うこととしたから、通知する。

なお、平成16年５月28日付財理第2065号「合同宿舎の計画的な整備について」通達は廃止

することとする。

また、本年３月22日までに、設置、廃止等について協議を開始しているなど具体的な手続

を進めている宿舎については、なお従前の例により取り扱うことができるものとする。

おって、「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」は、

別添のとおり各省各庁官房長等に通知したから了知されたい。

記
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１ 電子ファイルによる作成

２ 電子メール等による提出等

第７ 本省承認

第１ 基本方針

宿舎の設置戸数と必要戸数の現状を市町村ごとに見た場合、近年の行政需要の変化

に伴い宿舎需要が変化していることなどにより、宿舎が不足している市町村が見られ

る一方、未入居が増加している市町村も見られ、需要と供給に乖離がみられる市町村が

見受けられる。また、住戸規格別の需要と供給についても、独身者用宿舎や単身赴任者

用宿舎が不足し、世帯者用宿舎には余剰が生じている傾向が見られる。

こうした状況の改善を図るため、毎年度、市町村単位で宿舎の需要と供給を把握する

ことで、宿舎の需要と供給のすう勢を的確に把握し、今後も長期にわたり継続して使用

する宿舎（以下「継続使用宿舎」という。）の選定を行い、それ以外の宿舎を、今後は

大規模改修工事を行わず必要最小限度の改修を行う宿舎（以下「改修留保宿舎」という。）

として選定した上で、市町村ごとの宿舎の需要と供給の状況に応じて必要な対応を計

画的及び段階的に進めていくこととする。

すう勢的に宿舎が供給過多となっている市町村においては、継続使用宿舎を見極め、

予算の範囲内において、当該宿舎について必要な改修を行っていくこととする。

すう勢的に宿舎が需要過多となっている市町村においては、原則として既存の宿舎

を継続使用宿舎として取り扱うものとし、不足する宿舎については借受又は建設の方

法により確保することとする。

また、国家公務員宿舎法（昭和24年法律第117号）第８条の規定に基づく宿舎の設置

計画については、市町村ごとの需要と供給の均衡に向けた対応と整合性が図られた計

画を定めることとする。

住戸規格別の需要と供給について、その均衡を図る観点から、既存の世帯者用宿舎に

ついて、独身者用宿舎又は単身赴任者用宿舎への規格変更を伴う模様替の検討を行う

ものとする。ただし、改修予算が限られている中で、需要と供給の均衡を図るには長期

間を要することから、併せて、国家公務員宿舎法施行規則（昭和34年大蔵省令第10号）

第11条の規定などに基づき、世帯者用宿舎の有効活用の促進を図ることとする。

第２ 用語の定義

この通達において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。 

⑴ 「法」とは、国家公務員宿舎法をいう。 

⑵ 「令」とは、国家公務員宿舎法施行令（昭和33年政令第341号）をいう。 

⑶ 「規則」とは、国家公務員宿舎法施行規則をいう。 

⑷ 「財務局長等」とは、財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長をいう。 

⑸ 「財務局等」とは、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局をいう。 

⑹ 「総括部局長」とは、国有財産に関する事務を総括する部局等の長をいう。 

⑺ 「維持管理機関」とは、法第５条に基づいて省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

各庁の長及び法第７条第１項及び第２項に基づいて各省各庁の長から事務委任を受

けた職員（令第５条の規定に基づく財務大臣との協議が整った職員に限る。）並びに

法第７条第１項から第３項までの規定に基づいて合同宿舎の維持及び管理を行う財

務局長等及び財務局長等から事務の委任を受けた財務事務所長、財務局出張所長、福

岡財務支局出張所長、沖縄総合事務局出張所長及び財務事務所出張所長をいう。 

⑻ 「貸与状況調査」とは、昭和59年８月27日付蔵理第2992号「電子計算システム関係

事務取扱要領について」通達に規定する宿舎の貸与状況に関する報告をいう。 

⑼ 「規格」とは、１貸与の専用面積に見合う規格（規則第６条第２項に規定する規格）

をいう。 

⑽ 「住宅事情調査」とは、昭和49年２月23日付蔵理第351号「国家公務員等の住宅事

情調査について」通達に規定する調査をいう。 

⑾ 「職務の級」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）別表

第一イ行政職俸給表（一）の職務の級をいう。 

⑿ 「供給過多」とは、宿舎の設置戸数と必要戸数を市町村単位で把握した結果、市町

村単位における必要戸数に対する設置戸数の超過が 10 戸を超えていることをいう。

ただし、設置戸数が 200 戸を超える市町村については、必要戸数に対する設置戸数の

超過が、当該市町村における設置戸数の 5％を超えていることをいう。 

⒀ 「需要過多」とは、宿舎の設置戸数と必要戸数を市町村単位で把握した結果、市町

村単位における必要戸数に対する設置戸数の不足が10戸を超えていることをいう。

ただし、設置戸数が200戸を超える市町村については、必要戸数に対する設置戸数の

不足が、当該市町村における設置戸数の5％を超えていることをいう。

第３ 宿舎の需要と供給の把握について

理財局長は、毎年度、市町村単位での宿舎の需要と供給の状況を把握し、以下の①、

②及び③の資料を作成する。

また、当該資料については、各省各庁の官房長等に通知した令和４年３月22日付財理

第1163号「国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について」

通達に基づき各省各庁の総括部局長から提出された「必要戸数調書」（別添１）と併せ

て、財務局長等あて毎年10月末までに送付する。 

➀ 「必要戸数調書」及び９月１日時点の貸与状況調査における「設置戸数」に基づ

き、市町村単位で宿舎（規格別を含む。）の需要と供給の状況を把握し、作成した

官署別必要戸数と宿舎入居者の差異一覧（別添２）。 

➁ 住宅事情調査の結果に基づき、各官署の職員の平均通勤時間及び官署ごとの宿

舎入居状況の調査を行い、作成した官署別通勤時間一覧（別添３）及び官署別入居

状況表（別添４）。 

③ ９月１日時点の貸与状況調査において設置されている合同宿舎及び省庁別宿舎

の宿舎一覧表（別紙１）。

第４ 市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本的な考え方

財務局長等は、上記第３により送付された①、②及び③の資料を分析し、毎年度、市

町村単位で宿舎の需要と供給の状況を的確に把握した上で、需要と供給がすう勢的に

乖離している状態が認められる場合は、以下の方針に沿って計画的及び段階的な対応

を行うものとする。

なお、財務局長等は、法第８条の２の規定に基づき各省各庁から提出される宿舎設置

に関する要求について、市町村ごとの需要と供給の状況や改善に向けた対応の方向性

と整合的かどうか、適切に審査を行うものとする。 

⑴ 需要過多となっている市町村について

すう勢的に宿舎の必要戸数が設置戸数を上回り、需要過多となっている市町村に

おいては、中長期的な需要が見込まれる場合、令和４年３月22日付財理第1164号「国

家公務員宿舎の設置及び維持整備に関するコスト比較について」通達（以下「コスト

比較通達」という。）に基づき、借受と建設のコスト比較を実施し、より経済合理性

を有する方法で必要な宿舎の確保を検討するものとする。

また、宿舎を新たに設置する場合の手続については、平成14年７月23日付財理第

2813号「宿舎設置要求参考調書等の提出について」通達及び平成14年７月23日付財理

第2814号「国家公務員宿舎法第４条第２項宿舎の設置計画に関する事務について」通

達に基づき取り扱うものとする。

既存の宿舎については、原則、継続使用宿舎として、引き続き適切に貸与を行うも

のとする。ただし、建築年次、老朽度、立地条件、周辺の官署の所在状況等を勘案し

た結果、貸与率向上の見込みがない宿舎や、老朽化が著しく今後長期間の使用を見込

むことができない宿舎については、改修留保宿舎として差し支えないものとする。 

⑵ 供給過多となっている市町村について

すう勢的に宿舎の設置戸数が必要戸数を上回り、供給過多となっている市町村に

おいては、老朽度、貸与率、近隣官署の状況、今後の入居見込み等を勘案し、継続使

用宿舎を選定することとし、それ以外の宿舎を改修留保宿舎として選定する。

２ 継続使用宿舎と改修留保宿舎の選定 

⑴ 財務局長等は、上記１の基本的な考え方を踏まえつつ、上記第３の資料及び下記３

を参考にした上で、管内の各宿舎を継続使用宿舎又は改修留保宿舎に選定するもの

とする（以下「財務局選定案」という。）。 

⑵ 財務局選定案の検討に当たっては、市町村単位で需要過多又は供給過多となって

いる場合であっても、当該市町村に隣接する市町村等と一体で見た場合に宿舎の必

要戸数と設置戸数がおおむね一致する場合は、財務局等において関係する部局にヒ

アリングを実施し、官署別必要戸数入替え表（別紙２）により必要戸数の入替え調整

を行うことができるものとする。 

⑶ 財務局長等は、上記⑴の省庁別宿舎に係る財務局選定案について、当該省庁別宿舎

の維持管理機関に対し通知し、必要に応じて通知事項に関して協議するものとする。

財務局長等は、当該協議が整わなかった省庁別宿舎については、下記⑸の宿舎一覧表



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別紙１）にその理由を記載し、理財局長あて報告するものとする。

なお、改修留保宿舎とした省庁別宿舎について、建築年次、老朽度、立地条件、周

辺の官署の所在状況等を勘案した結果、合同宿舎へ所管換を行うことにより貸与希

望者の増加が見込まれる場合においては、財務局等と当該省庁別宿舎の維持管理機

関及び理財局との間において協議を行った上で、具体的な対応を検討するものとす

る。 

⑷ 前年度の継続使用宿舎又は改修留保宿舎の判定を変更する必要がある場合は、財

務局等と理財局との間において調整を行った上で、当該判定を変更するものとする。 

⑸ 財務局長等は、上記⑴から⑷により調整を行い選定した継続使用宿舎及び改修留

保宿舎について、宿舎一覧表（別紙１）を作成し、官署別必要戸数入替え表（別紙２）

と併せて、毎年12月24日までに理財局長あて報告するものとする。 

⑹ 理財局は、上記⑶において、財務局等と維持管理機関との間で協議が整わなかった

場合は、関係する各省各庁の総括部局と調整を行い、当該省庁別宿舎の取扱いを決定

する。 

⑺ 理財局長は、上記⑹の調整結果を踏まえて上記⑸の宿舎一覧表（別紙１）を整理し、

官署別必要戸数入替え表（別紙２）とあわせて、翌年２月末日までに各省各庁の総括

部局長及び財務局長等あて送付する。

３ 選定に当たっての基準等

財務局長等は、継続使用宿舎及び改修留保宿舎の選定に当たっては、当該市町村にお

ける宿舎の需要と供給の状況を踏まえつつ、以下の⑴から⑶の事項を総合的に勘案す

るものとする。 

⑴ 老朽度

以下の①又は②に該当する宿舎は、老朽度が低いと判断する。

なお、老朽度合いが著しい部位や箇所を個別に把握している場合は、マイナス要因

（老朽度が高くなる要因）として判断するものとする。 

① 建築年次の浅いもの。 

② ➀に該当しない場合であっても、改修履歴等から、安全性、耐久性及び居住性が

より高いと判断されるもの。 

⑵ 立地条件

以下の①から③のいずれかに該当する宿舎は、立地条件が適当と判断する。 

① 各官署の住宅事情調査の実態からみて、業務継続体制の確保の観点から必要な

距離圏に所在し、通勤圏（別添３－２又は３－３における「平均通勤時間」）内に

所在するもの。 

② 高度利用が可能な地域に所在するもの。 

③ 自然災害が及びにくい地域に所在するもの（地方公共団体が作成するハザード

マップ等に危険性の記述がないもの。）。 

⑶ 需要

以下の①又は②に該当する宿舎は、需要が高い宿舎と判断する。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 建築年次にかかわらず現在の入居率が高いもの（入居率については、直近の貸与

状況調査を指標とする。）。 

② 新たな行政需要や周辺の開発状況から、今後の宿舎需要が見込まれるもの。

４ 合同宿舎における継続使用宿舎の維持整備の取扱いについて

財務局長等は、昭和44年２月24日付蔵理第643号「合同宿舎の維持整備について」通

達（以下「維持整備通達」という。）に基づき、継続使用宿舎として選定された合同宿

舎の計画的かつ効率的な維持整備を進めるものとする。また、老朽化した宿舎を中心と

して、現在の一般的な住居と比較し著しく仕様が劣る設備については、計画的かつ効率

的に更新を行うものとする。

５ 改修留保宿舎の維持整備等の取扱いについて 

⑴ 財務局長等は、改修留保宿舎として選定された合同宿舎については、原則として大

規模改修工事は行わず必要最小限度の改修を行うことに留意するものとする。ただ

し、入居者の生活に著しく支障を来すような場合は、必要に応じて財務局等と理財局

との間において調整を行った上で、必要な対応を図るものとする。 

⑵ 改修留保宿舎として選定された省庁別宿舎については、大規模改修工事は行わず

必要最小限度の改修を行うことに留意し、財務局等と当該省庁別宿舎の維持管理機

関との間において調整を図ることとする。 

⑶ 改修留保宿舎については、原則として１住宅ごとに選定することとする。

ただし、複数の棟を有する住宅のうち、各棟の建築年次が大きく異なり一部の棟の

みが著しく老朽化している場合や、市町村単位での需要と供給の状況を踏まえ一部

の棟を継続して使用する必要がある場合等、全ての棟を改修留保宿舎とすることが

適当と認められない場合は、一部の棟のみを改修留保宿舎として選定することがで

きるものとする。

なお、改修留保宿舎の選定に当たっては、改修留保宿舎の敷地の範囲が無道路地と

ならないように留意するものとする。

また、継続使用宿舎として選定する棟については、建築基準法（昭和25年法律第201

号）に適合しない状態にならないか、同法第42条第１項第５号に基づく道路が介在し

ていないか等を確認し、その範囲等を適切に決定するよう留意するものとする。

６ 需要と供給の均衡に向けた検討

財務局長等は、宿舎がすう勢的に需要過多及び供給過多となっている市町村につい

て、当該市町村内の宿舎の状況や官署の要望等の的確な把握に努め、需要と供給の均衡

に向けた具体的な方策を検討するものとし、財務局等と理財局との間において協議を

行うものとする。

理財局は、財務局等において検討した方策について、緊急性、必要性等を確認する等、

調整を行う。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 住戸規格別の需要と供給の状況に応じた対応

財務局長等は、上記第３の「必要戸数調書」（別添１）などにより、市町村単位での

住戸規格別の需要と供給の状況を的確に把握した上で、以下の１及び２の両面から対

応を行うものとする。

１ 既存宿舎の模様替等

継続使用宿舎として選定された長期の使用が見込まれる世帯者用宿舎について、独

身者用宿舎又は単身赴任者用宿舎への住戸規格の変更を伴う模様替を行うことが可能

か検討を行うものとする。

住戸規格の変更を伴う模様替を検討する際に、多額の費用を要する場合には、維持整

備通達に基づき借受とのコスト比較を実施し、必要な場合には借受への移行を検討す

るものとする。なお、模様替を実施する場合には、設置計画の策定手続を要することに

留意する。

２ 既存宿舎の有効活用等 

⑴ 世帯者用宿舎について、未入居が継続している戸番がある場合は、規則第11条第２

項及び第３項の規定に基づき、職務の級が２級以下の職員に対し規格ｃの貸与を行

う等、既存宿舎の有効活用を図るものとする。 

⑵ 規格ａの宿舎が不足している場合で、貸与を希望する独身者への宿舎貸与の必要

性が認められる場合には、平成13年３月23日付財理第1032号「宿舎の貸与に関する取

扱いについて」通達の規定に基づき、規格ａの宿舎は、職務の級が２級以下又はこれ

らに準ずる独身者への貸与を優先するものとする。

第６ 書面等の作成・提出等の方法

１ 電子ファイルによる作成

本通達に基づき作成等を行う書面等（書面その他文字、図形その他の人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）につ

いては、電子ファイルにより作成等を行うことができる。

２ 電子メール等による提出等 

⑴ 本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものにつ

いては、電子メール等の方法により行うことができる。 

⑵ 上記⑴の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。

第７ 本省承認

本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、理財局長の承認を

得て処理することができるものとする。



別添1
必要戸数謁書

官暑所在地 必●戸●配分希望地
令和鰊度眉住区分 ,．,  

必璽戸敷

E 置眉住●分9 入居者数と希望配分の差異

連絡先

嵐 ●暑量号 官暑●
宿舎入眉（入居看徽） 宿舎入屠（入眉看叢） 入必居蔓を戸希徴望（すこ戴る当者し（貸、宿与●希の望） 櫨櫨宿●●員を檸希の望憂す求るに者停い

担当者名
市区●村

市コ区ー●ト村 郷市遍•●町●村及•び響道庸県名 市区町村名
以下 i:ら 転訪 届住・1霞 緊急参集 ●対会応等 ＇ 粒●看’’ 赴単任鳥者用 世帯看’’ 計 註●看’’ 赴皐任●者用 羹帯看’’ 分．●件9●寧●●事●●•●●びの貸-．9与9 与)●●●菫— 居戸住敷実を鶉必と憂●と違するす主る瀑な胃合●の 具体●j9む曇●

計 ●身看剛 赴皐任者●用 世帯看’’ 計 計 計粒●看’’ 赴攣任鳥者用 世帯看’’ 狐鳥看剛 赴単任者●用 世帯看剛 註●看’’ 赴皐任鳥者用 羹帯看’’ TEL アドレス



●署所在地 必●戸●配分希望地
令和年度居住区分

cI ●l "． Cりは｝ （5］ 

● ●暑●号 ●暑•
宿會入居｛入居者徴）

●道府県名 市区町村名 市•町村 市コ●ー町ト村 都市道●府●●村及名び 名； 国対会応等 赴単任舅看用以下 転勤 居住創隕 緊急會集 控身者用

計 滋身者用 赴皐任看●• 世膏者用 計 計

1 0000 00省 東京椰 00区 00 00 東京郷23区内 1 
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必要戸数調書
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入居者数と希望配分の差異
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担当者名

具体帥ょ遅●

TEL 

000 

（記載例）
別添1

運絡先

アドレス



別添2

官署別必要戸数と宿舎入居者の差異一覧

（市配区必分町憂希村戸望コ敷地ード） （祁配市必道分区要府希町戸県望村数及地） び 宿必舎憂敷入戸）居の敷合（の入射う居ち者、 宿必舎璽入戸差居敷異者人数敷のと 必舎希（該貸璽のの望当与合戸入すし希It敷居る、望宿者にを） 必入宿希合璽居の舎It望戸者差入すと宿敷及異居る舎者のびを
宿舎入居 （宿入舎居入者居敷） 宿舎入居

必舎希（該貸桧妻の望当与身戸入すし希者散居る、望用宿者を1こ） 

必該璽当戸し敷、宿l• 

必會希（該貸』L妻の望L当与-戸入すし希-数居る、望-宿者を［こ） 
宿會入居者

独宿（住身會者宅入事の届合情者酎） ・
宿皐舎身入赴居任者者・

宿世（住舎帯宅入の事居合情者計） ・官署番号 官署名 官（都暑道所府在県地） 
官署所在地 官署所在地

必要戸数 R宿0舎.6人.1居時者点数の ①へ山き問地・ ②転勤 ③居住制限 ④緊急参集 ⑤対薗会応等 必要戸敗 狡身者用
嵐身

世帯者用 必妻戸数 （独入居身者者数用） （世入居書者者敷用） 
會の入居を

（住の宅合事計情）（市町村） （市町村以下） 赴任者用
赴単任身者用 希（貸望与.す希.. る置者） （住の宅合事計情）



官署別必要戸数と宿舎入居者の差異一覧

官暑番号 官署名 官（都署道所府在県地）官（暑市所町在村地） （市官署町村所在以地下） （市配区必分町妻希村戸望コ数地ード） (Ill配市必道分区憂府希町戸県望村敷及地）び 必妻戸数 必宿者妻舎敷戸入）数居のの合（入う計ち居、 R宮O舎ふ入1居晦点者数の 宿必舎蔓入戸差居叡異者人叡叡0)と 必舎希（該貸妻のの望当与合戸入すし希数る計、届望古者にを）必入宿合希蔓届の舎計望差戸者入すと宿叡及異届る舎者のびを 晒へき間地・ ②転勤 ③届住制限 ④緊急参集 ⑤国対会応等 必憂戸敷 独身者用
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必舎希（該貸9憂の望当与-戸入すし希身-敷居る、望-宿者にを）必希舎（該貸世憂の望当帯与戸入すし希者数る、居用望宿者にを） 
宿舎の入合居計者

（住宅事情）

゜ ゜
1 
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4 
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粒宿（身住舎者宅入の事居合情者計）・

1 

゜37 1 

1 
3 

51 

（記載例）

別添2

宿単舎身の入赴合居任計者者・

（住宅事情）

゜゚5 

゜
゜゚14 

宿世（住舎帯宅入の事居合情者計）・

゜゚39 
2 

3 
3 

54 



別添3-1

官署別通勤時間一覧（職員数・入居割合）
財務局 市町村 官署番号 官署名 都道府県名 市町村名 年度 職員数 宿苦入居者数 入居割合

（注） 1.当該「官署別通勤時間一覧（職員数・入居割合）」については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された
資料となっている。

2.本資料においては、官署ごとにおける職員及び宿舎入居者の総数を示している。
3.本資料の宿舎入居者数と別添1「必要戸数調書」を比較し、宿舎に入居できていない者への対応を検討すること。
また、職員数、宿舎入居者及び入居割合欄を確認し、別添3-2「官署別通勤時間一覧（全体）」と別添3-3「官署別通勤時
間一覧（宿舎入居者のみ）」のどちらを活用するか検討すること。



別添3-2

官署別通勤時間一覧（全体）
都道府県名 市町村名 官署番号 官署名 年度 職員数 通勤平均時間 30分未満 13時0分間以未上満

1時佃以上
11時時間間3105分分未以上満 11時時間間3405分分未以上満 1時2間時4間5分未満以上 2時2時間3間0分以上未満 2時間30分以上財務局 市町村 1時間15分未満

（注） 1.当該［官署別通勤時間一覧（全体）］については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された資料となっている。
2.本資料においては、官署ごとにおける総職員の平均通勤時間及び通勤時間別の職員数を示している。
3.本資料を確認し、各官署ごとにおける平均通勤時間を目安として、隣接する市町村等との必要戸数の入替えの検討及び宿舎希望者に対し貸与可能な市町村（継続使用宿舎）を提示する
よう検討するために活用すること。



別添3-3

官署別通勤時間一覧（宿舎入居者のみ）
年度

宿舎 平均
30分未満

30分以上 1時間以上 1時間15分以上 1時間30分以上 1時間45分以上 2時間以上
2時間30分以上財務局 市町村 都道府県名 市町村名 官署番号 官署名

入居者数 通勤時間 1時間未満 1時間15分未満 1時間30分未満 1時間45分未満 2時間未満 2時間30分未満

（注）,.当該［官署別通勤時間一覧（全体）］については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された資料となっている。
2.本資料においては、官署ごとにおける宿舎入居者の平均通勤時間及び通勤時間別の宿舎入居者数を示している。
3.官署の実情に応じ、官署別通勤時間一覧（全体）を活用しない場合、本資料を確認し、各官署ごとにおける宿舎入居者の平均通勤時間を目安として、隣接する市町村等との必要戸
数の入替えの検討宿舎希望者に対し貸与可能な宿舎（市町村）を提示するよう検討するために活用すること。



別添4

官署別入居状況表

【官署】 省庁別 維持管理 宿舎 独身者の 単身赴任者の
世帯者の

財務局
市町村

官署番号 官署名 都道府県名 市町村名
合同 機関コード コード

年度 入居者数
カウント カウント

カウント 宿舎名
の合計

（注）,.当該「官署別入居一覧」については、令和0年6月1日時点の住宅事情調査に基づき作成された資料となっている。
2.本資料においては、官署単位での各宿舎における宿舎入居者の居住実態（独身者、単身者、世帯者別）を示している。
3.別添1「必要戸数調書」と本表を比較し、各官署ごとにおける宿舎入居者の平均通勤時間を目安として、宿舎希望者に対し貸与可能な宿舎（市町村）を提示する等活用すること。



            

宿舎一覧表 別紙１
元データ 財務局選定後改修留保宿舎設置戸数 各省各庁協議後改修留保宿舎設置戸数 各省各庁主張改修留保宿舎設置戸数

担当財務局 都道府県 市町村 所管省庁

コード コード
都道府県名

コード
市町村名

コード
所管省庁名 宿舎コード 宿舎名

前年度判定 財務局選定案
建築年月日

国設宿舎・借

受宿舎の別
設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置 選定理由 理由

各省各庁との協議結果を

設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置
踏まえた財務局判定

判定変更理由 理由 設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置

財務局最終報告 各省各庁主張
各省各庁主張理由 理由 設置計 a設置 単 b設置 b設置 c設置 d設置 e設置

台帳価格 削減計画 本省最終判定
判定変更理由 理由

備考欄



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作成要領

１ 「財務局選定案」に関する各項目について、次により記載する。 

⑴ 「財務局選定案」欄は、「継続使用宿舎」、「改修留保宿舎（住宅別）」又は改修

留保宿舎（棟別）」を記載する。

なお、借受宿舎については、廃止協議済のもの又は廃止の見通しが立っているもの

は「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」とし、それ以外は「継

続使用宿舎」とする。 

⑵ 「選定理由」欄は、次の理由から該当するものを記載する。

ⅰ リノベーション工事済 

ⅱ 耐震改修工事実施済 

ⅲ 貸与率回復見込有 

ⅳ その他（継続使用） 

ⅴ 他住宅を継続使用宿舎とするため 

ⅵ 供給過多地域のため改修留保 

ⅶ その他（改修留保） 

⑶ 「理由」欄は、「選定理由」欄にて「その他（継続使用）」又は「その他（改修留

保）」を記載した場合、具体的な理由を記載する。 

⑷ 「財務局選定後改修留保宿舎設置戸数」の各欄は、「財務局選定案」欄にて「改修

留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、改修留保宿舎

として選定した設置戸数を記載する。なお、「継続使用宿舎」を記載した場合は、記

入を要しない。

２ 「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」に関する各項目について、次により

記載する。 

⑴ 「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」欄は、維持管理機関と協議を行っ

た結果を記載する。 

⑵ 「判定変更理由」欄は、１－⑴と２－⑴の結果が相違する場合、１－⑵の理由から

該当するものを記載する。 

⑶ 「理由」欄は、「判定変更理由」欄にて「その他（継続使用）」又は「その他（改

修留保）」を記載した場合、具体的な理由を記載する。 

⑷ 「各省各庁協議後改修留保宿舎設置戸数」の各欄は、「各省各庁との協議結果を踏

まえた財務局判定」欄にて「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」

を記載した場合、改修留保宿舎として判定した設置戸数を記載する。なお、「継続使

用宿舎」を記載した場合は、記入を要しない。

３ 「財務局最終報告」欄は、これまでの検討を踏まえた結果を次により記載する。 

⑴ 継続使用宿舎 

⑵ 改修留保宿舎（住宅別）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 改修留保宿舎（棟別） 

⑷ 継続使用宿舎（各省各庁未承諾） 

⑸ 改修留保宿舎（住宅別・各省各庁未承諾） 

⑹ 改修留保宿舎（棟別・各省各庁未承諾）

４ 「各省各庁主張」に関する各項目について、次により記載する。 

⑴ 「財務局最終報告」欄にて「継続使用宿舎」、「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改

修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、「各省各庁主張」欄は、「財務局最終報告」

欄と同様の結果を記載する。 

⑵ 「財務局最終報告」欄にて「継続使用宿舎（各省各庁未承諾）」、「改修留保宿舎

（住宅別・各省各庁未承諾）」又は「改修留保宿舎（棟別・各省各庁未承諾）」を記

載した場合は、次により記載する。 

① 「各省各庁主張」欄は、各省各庁が主張する判定（「継続使用宿舎」、「改修留

保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」）を記載する。 

② 「各省各庁主張理由」欄は、１－⑵の理由から該当するものを記載する。 

③ 「理由」欄は、「各省各庁主張理由」欄にて「その他（継続使用）」又は「そ

の他（改修留保）」を記載した場合、具体的な理由を記載する。 

④ 「各省各庁主張改修留保宿舎設置戸数」の各欄は、「各省各庁主張」欄にて

「改修留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、改

修留保宿舎として判定した設置戸数を記載する。なお、「継続使用宿舎」を記載

した場合は、記入を要しない。

５ 「台帳価格」欄は、「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」欄にて「改修

留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、前年度３月31

日時点の土地の台帳価格を記載する。なお、「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場

合は、宿舎敷地全体の面積に対する改修留保予定の敷地面積の割合で按分した土地の

台帳価格を記載する。

６ 「削減計画」欄は、「各省各庁との協議結果を踏まえた財務局判定」欄にて「改修

留保宿舎（住宅別）」又は「改修留保宿舎（棟別）」を記載した場合、国家公務員宿

舎の削減計画の対象となっている宿舎に「○」、対象となっていない宿舎に「×」を

記載する。



別紙2

官署別必要戸数入替え表
財務局名

官暑所在地
元データ 入替え後データ

●●戸●配る石●地
必●戸•

必•戸紅配クl ●●地
必賽戸•

＂
m尼 l ＂区 l 田区 l

● ●暑●号 官暑•
ア イ 〔 9 イ

窟●入屠（入屠看●） 入必屠●を戸希●菫Iすこ●る当者し（貸、●与●希の●） ●●痛●舎●を●●の望●す求るに者停い
●● 宿●入●（入●●徴） 入必屠●を戸●●●にす●る●者し（貸、宿与舎●の●9 機鑽宿定舎員を寄希の置●す●る9こ●●い

●膏
観道尉●● 市●町村● 市以区町下＇村 ●コ●ー●ト村 ●市●●●町●村及名び らゞ ●● 居住●● ●●●● ●対●応● 独●看• 赳●●• ●帯看•

市コ区●ト村 ●市道●●町●村及名び

＇
ば； 艦 屠 制隈 緊彙●集 ●対●応● 

＇ 
紐●看● 舅任●看●● ●●●● 

計 計 計 樟身者用 赴●看●用 世彎奮用 樟身者用 赴●看●用 世彎奮用 樟身者用 赴●看●用 世彎看• 計 計 計 ●●●"
島．任●．’’ 世●●’’●●●’’ 

島．任●．’’ 世●●’’●●●’’ 
島.任●.’’ 世●●’’

記載要領

1本表は新l日対象となるよう記載する。

2 「No.」欄、「官暑蓄号」欄、「官暑名」欄、「官暑所在地」の各欄及び「元7 9」の各欄はJ雲財局長から送付された「必要戸敷謂書」I●」涵1)の頸当欄から転配する。なおJら妻戸敬の人讐え馴整を行った結果、新たな市町村に必妻戸数の配分を希望する場合は、記入を要しない．
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（別 添）

国家公務員宿舎の市町村ごとの需要と供給の状況に応じた対応等について

令 和 ４ 年 ３ 月 2 2 日

財 理 第 1 1 6 3 号

改正 令和６年４月２５日財理第１２８６号

財務省理財局長から各省各庁官房長等宛

財政制度等審議会答申「今後の国有財産の管理処分のあり方について」（令和元年６月 

14 日）の趣旨を踏まえて、今後、国家公務員宿舎（以下「宿舎」という。）における市町

村（特別区を含む。以下同じ。）ごとの真に公務のために必要な宿舎戸数（以下「必要戸

数」という。）を的確に把握し、需要と供給に乖離がみられる市町村についてはその改善

に向けて対応を行う必要があるため、宿舎に入居することが認められる職員の類型に該当

する者を対象とし、必要戸数の調査方法や省庁別宿舎に関する取扱いを下記のとおり定め

たことから、通知する。

記

１ 基本的な考え方

各省各庁の国有財産に関する事務を総括する部局の長（以下「総括部局長」という。）

は、毎年度、各官署における市町村単位での宿舎の必要戸数を的確に把握するものとす

る。

国家公務員宿舎法（昭和24年法律第117号。以下「法」という。）第５条に基づいて省

庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長及び法第７条第１項及び第２項に基づいて

各省各庁の長から事務委任を受けた職員（国家公務員宿舎法施行令（昭和33年政令第341

号）第５条の規定に基づく財務大臣との協議が整った職員に限る。）（以下「維持管理

機関」という。）は、市町村単位での宿舎の需要と供給の状況に応じて、当該省庁別宿

舎における建築年次、老朽度、立地条件、周辺の官署の所在状況等を総合的に勘案し、

財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局（以下「財務局等」という。）と調整した上

で、今後も長期にわたり継続して使用する宿舎（以下「継続使用宿舎」という。）の選

定を行い、それ以外の宿舎を、今後は大規模改修工事を行わず必要最小限度の改修を行

う宿舎（以下「改修留保宿舎」という。）として選定するものとする。

また、各省各庁の長は、市町村ごとの需要と供給の状況や改善に向けた対応の方向性

に留意した上で、法第８条の２の規定に基づく宿舎設置に関する要求を行うものとする。

住戸規格別の需要と供給について、その均衡を図る観点から、既存の世帯者用宿舎に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついて、独身者用宿舎又は単身赴任者用宿舎への規格変更を伴う模様替の検討を行うも

のとする。ただし、改修予算が限られている中で、需要と供給の均衡を図るには長期間

を要することから、併せて、国家公務員宿舎法施行規則（昭和34年大蔵省令第10号。以

下「規則」という。）第11条の規定などに基づき、世帯者用宿舎の有効活用の促進を図

ることとする。

２ 市町村単位での必要戸数の調査 

⑴ 各省各庁の総括部局長は、各官署の市町村単位における宿舎の必要戸数について、

以下の①、②、③及び④に留意した上で調査を行い、その結果を必要戸数調書（別紙）

により理財局長あて毎年９月20日までに報告することとする。

なお、必要戸数は「独身者用」、「単身赴任者用」、「世帯者用」の別に計上する

ものとする。 

① 必要戸数の計上に当たっては、配分希望地は、昭和49年２月23日付蔵理第351号「国

家公務員等の住宅事情調査について」通達（以下「住宅事情調査」という。）の別

紙第２－１－⑴の住宅事情調査票に基づく、当該年度の６月１日時点における宿舎

への居住実態に合わせることを原則とする。 

② ただし、①により計上した必要戸数について、他職員と比較して著しく官署への

通勤時間を要している場合は、当該必要戸数の配分希望地を官署の通勤圏内（注１）

の任意の市町村に振り替えることができるものとする。 

③ また、当該年度の６月１日時点において、宿舎に入居することが認められる職員

の類型（注２）に該当し、貸与を希望しているにもかかわらず、宿舎に入居できて

いない職員がいる場合は、官署の通勤圏内の任意の市町村を配分希望地として、必

要戸数を計上できるものとする。

（注１）「官署の通勤圏内」とは、住宅事情調査における官署への通勤時間がおお

むね平均通勤時間の範囲内であることをいう。

（注２）「宿舎に入居することが認められる職員の類型」とは、以下をいう。

①離島、山間へき地に勤務する職員

②頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員

③居住場所が官署の近接地に制限されている職員

④災害、テロ、経済危機、武力攻撃等を含め、政府の迅速な対応が求められる

事件・事故等が発生した際、各省庁が定める業務継続計画（ BCP ）等に基づき

緊急参集する必要がある職員

⑤国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事し、深夜・早朝における勤務を

強いられる本府省職員 

④ 前年度の２月末までに理財局長から送付される官署別必要戸数入替え表の内容を

反映するものとする。 

⑵ 財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長（以下「財務局長等」という。）

は、上記⑴の必要戸数調書（別紙）及び９月１日時点における貸与状況調査（昭和59

年８月27日付蔵理第2992号「電子計算システム関係事務取扱要領について」通達に規



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定する宿舎の貸与状況に関する報告）に基づき、市町村単位での宿舎の需要と供給の

状況を把握するものとする。

なお、市町村単位で需要過多（注３）又は供給過多（注４）となっている場合であ

っても、当該市町村に隣接する市町村等と一体で見た場合に宿舎の必要戸数と設置戸

数がおおむね一致する場合は、財務局等と関係する部局との間において調整を行った

上で、必要戸数の入替え調整を行うことができるものとする。

（注３）「需要過多」とは、宿舎の設置戸数と必要戸数を市町村単位で把握した結果、

市町村単位における必要戸数に対する設置戸数の不足が10戸を超えていることを

いう。ただし、設置戸数が200戸を超える市町村については、必要戸数に対する設

置戸数の不足が、当該市町村における設置戸数の5％を超えていることをいう。

（注４）「供給過多」とは、宿舎の設置戸数と必要戸数を市町村単位で把握した結果、

市町村単位における必要戸数に対する設置戸数の超過が10戸を超えていることを

いう。ただし、設置戸数が200戸を超える市町村については、必要戸数に対する設

置戸数の超過が、当該市町村における設置戸数の5％を超えていることをいう。 

⑶ 各省各庁の部局は、上記⑵の必要戸数の入替え調整についてヒアリングを受けた場

合、入替えにより必要戸数に計上する市町村が官署の通勤圏内となっているかを確認

する等して、適切に調整を行うものとする。

３ 継続使用宿舎と改修留保宿舎の選定 

⑴ 財務局長等は、市町村単位での宿舎の需要と供給の状況に応じて、管内の各宿舎を

継続使用宿舎と改修留保宿舎に選定する（以下「財務局選定案」という。）。

省庁別宿舎については、財務局長等が維持管理機関に対し通知を行い、必要に応じ

て協議を行うものとする。 

⑵ 維持管理機関は、上記⑴についての協議を受けた場合、各省庁別宿舎の財務局選定

案について、建築年次に加えて以下のイからハの事項を総合的に勘案し、下記５「改

修留保宿舎の維持整備等の取扱いについて」にも留意した上で確認を行うものとする。

イ 老朽度

以下の①又は②に該当する宿舎は、老朽度が低いと判断する。

なお、老朽度合いが著しい部位や箇所を個別に把握している場合は、マイナス

要因（老朽度が高くなる要因）として判断するものとする。 

① 建築年次の浅いもの。 

② ①に該当しない場合であっても、改修履歴等から、安全性、耐久性及び居

住性がより高いと判断されるもの。

ロ 立地条件

以下の①から③のいずれかに該当する宿舎は、立地条件が適当と判断する。 

① 各官署の住宅事情調査の実態からみて、業務継続体制の確保の観点から必

要な距離圏に所在し、通勤圏内に所在するもの。 

② 高度利用が可能な地域に所在するもの。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 自然災害が及びにくい地域に所在するもの（地方公共団体が作成するハザ

ードマップ等に危険性の記述がないもの。）。

ハ 需要

以下の①又は②に該当する宿舎は、需要が高い宿舎と判断する。 

① 建築年次にかかわらず現在の入居率が高いもの（入居率については、直近

の貸与状況調査を指標とする。）。 

② 新たな行政需要や周辺の開発状況から、今後の宿舎需要が見込まれるもの。 

⑶ 維持管理機関は、改修留保宿舎として選定した省庁別宿舎について、財務局等から

合同宿舎への所管換や建物の有効活用について検討等の依頼を受けた場合は、具体的

な対応について調整を行うものとする。 

⑷ 各省各庁の部局長は、当該省庁別宿舎における前年度の継続使用宿舎又は改修留保

宿舎の判定を変更する必要がある場合は、財務局長等と協議の上、当該判定を変更す

るものとする。 

⑸ 上記⑵において調整が整わなかった場合は、各省各庁の総括部局と理財局との間に

おいて調整を行い、当該省庁別宿舎の取扱いを決定するものとする。

４ 継続使用宿舎の維持整備の取扱いについて

維持管理機関は、継続使用宿舎について、貸与率の向上を図るとともに計画的かつ効

率的な維持整備を進めるものとする。また、老朽化した宿舎を中心として、現在の一般

的な住居と比較し著しく仕様が劣る設備については、計画的かつ効率的に更新を行うも

のとする。

５ 改修留保宿舎の維持整備等の取扱いについて 

⑴ 維持管理機関は、改修留保宿舎として選定された省庁別宿舎について、原則として

大規模改修工事は行わず必要最小限度の改修を行うことに留意するものとする。ただ

し、入居者の生活に著しく支障を来すような場合は、必要な対応を図るものとする。 

⑵ 改修留保宿舎については、原則として１住宅ごとに選定することとする。

ただし、複数の棟を有する住宅のうち、各棟の建築年次が大きく異なり一部の棟の

みが著しく老朽化している場合や、市町村単位での需要と供給の状況を踏まえ一部の

棟を継続して使用する必要がある場合等、全ての棟を改修留保宿舎とすることが適当

と認められない場合は、一部の棟のみを改修留保宿舎として選定することができるも

のとする。

なお、改修留保宿舎の選定に当たっては、改修留保宿舎の敷地の範囲が無道路地と

ならないように留意するものとする。

また、継続使用宿舎として選定する棟については、建築基準法（昭和25年法律第201

号）に適合しない状態にならないか、同法第42条第１項第５号に基づく道路が介在し

ていないか等を確認し、その範囲等を適切に決定するよう留意するものとする。

６ 住戸規格別の需要と供給の状況に応じた対応



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理機関は、上記２の「必要戸数調書」などにより、市町村単位での住戸規格別

の需要と供給の状況を的確に把握した上で、以下の⑴及び⑵の両面から対応を行うもの

とする。 

⑴ 既存宿舎の模様替等

継続使用宿舎として選定された長期の使用が見込まれる世帯者用宿舎について、独

身者用宿舎又は単身赴任者用宿舎への住戸規格の変更を伴う模様替を行うことが可能

か検討を行うものとする。

住戸規格の変更を伴う模様替を検討する際に、多額の費用を要する場合には、令和

４年３月22日付財理第1164号「国家公務員宿舎の設置及び維持整備に関するコスト比

較について」通達に準じてコスト比較を実施するなどし、必要な場合には借受への移

行を検討するものとする。なお、模様替を実施する場合には、設置計画の策定手続を

要することに留意する。 

⑵ 既存宿舎の有効活用等 

① 世帯者用宿舎について、未入居が継続している戸番がある場合は、規則第11条第

２項及び第３項の規定に基づき、職務の級が２級以下の職員に対し規格ｃの貸与を

行う等、既存宿舎の有効活用を図るものとする。 

② 規格ａの宿舎が不足している場合で、貸与を希望する独身者への宿舎貸与の必要

性が認められる場合には、平成13年３月23日付財理第1032号「宿舎の貸与に関する

取扱いについて」通達の規定に基づき、規格ａの宿舎は、職務の級が２級以下又は

これらに準ずる独身者への貸与を優先するものとする。

７ 書面等の作成・提出等の方法 

⑴ 電子ファイルによる作成

本通達に基づき作成等を行う書面等（書面その他文字、図形その他の人の知覚によ

って認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。）

については、電子ファイルにより作成等を行うことができる。 

⑵ 電子メール等による提出等 

① 本通達に基づく提出等の手続のうち、書面等により行うこととしているものにつ

いては、電子メール等の方法により行うことができる。 

② 上記①の方法により提出等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。



別紙
必要戸数調書

官暑所在地 必蔓戸戴配分希望地
令和年度屠住区分 I 別 9,.. 

必宴戸戴

区分99 口居住区分9U 入居者数と希望配分の差異
1 a) 939 (49 959 ア " 

贔 官暑暑号 官暑名 ●9道及府び県
宿會入尼（入尼者敷） 宿舎入居（入居書戴） 入必居蔓を戸希敷望にす該る者当し（貸、宿与舎希の望） 機慣宿定舎日を事希の望憂す求るに書伴い

鶴道射県名 市区町村名
市区町村 市コ区ー町ト村

へ山き間地・ 国対金応等 ＇ 赴単任者身用 赴車任身者用 分屠璽住（屠実遣住蟻距実及離鰭びの貸•貸別与与）希希菫重・・ 居戸住敷実を態必と妻相と違すする主る場な遅合の由以下 市区町村名 転勤 居住制隕 緊急参集 独身者用 世帯者用 計 独身者用 世帯者閂 具体的な理•

計 独身者用 赴単任者身用 也帯者用 計 計 計 狡身看用 赴単任身看用 社帯看用 独身看用 赴皐任身看用 社帯看用 独身看用 赴皐任身看用 櫨帯看用



官暑所在地 必夏戸敷配分希望地
令和年度毘住区分 I 

● 官暑薔号 官暑•
市掘区道及町府び村県名

盲舎入居（入居者敷）

市区町村
暮道府県名 市区町村名

以下
市コ区ー町ト村

史:ミ 転動 思住●1隕 緊急参集 国対会応零 l 

計 独身者用 赴皇任者身用 世帯者用 計 計

1 0000 00省 東京暮 00区 00 00 東京都内23区 ， 

゜ ゜
， 1 

゜ ゜ ゜
1 

゜
1 

2 0000 00鳥 00県 00市 00 00 00市県00 ， 

゜ ゜
， 1 

゜
1 

゜ ゜ ゜
1 

3 0000 00局 00県 00郡町00 00 00 00市県00 6 ， ， ， 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

4 0000 00鳥 北満道 00市 00 00 北渾道市00 6 

゜ ゜
.゚

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

5 000000所事務 00県 00市 00 00 0顎00県00町0 ， 。
゜

， 1 

゜ ゜ ゜
1 

゜
1 

6 0000 00所 00県 00市 00 00 00市県00 4 94 10 ， 80 

゜
42 

゜
98 

゜
80 

7 0000 00局 00県 00市 00 00 00県00
99 34 5 59 99 

゜
99 

゜ ゜ ゜
99

市

a 000000支局 00府 00市 00 00 00府市00 

゜ ゜ ゜ ゜ " ゜
98 

゜
1 

゜
99 

9 0000 00省 東京● 00市 00 00 東京椙市00 273 165 27 81 996 

゜
9u:| 136 910 

゜
696 

10 0000 00暑 00県 00郡00 00 00 00市県00 ,0 8 6 6 20 

゜
90 

゜
90 

゜
20 

町

必要戸数調書

必憂戸戴

9 区

宿舎入居（入居者散）

狡身者用 赴単任看身用 世帯看用

計 独身者月 吐皐任身者月 世帯者月

゜ ゜
1 1 

゜ ゜
1 

゜ ゜
1 1 

゜ ゜
1 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

゜ ゜
1 1 

゜ ゜
1 

28 99 93 "" 24 90 ， 

30 3 59 99 30 3 59 

95 

゜
， 99 

゜ ゜ ゜

316 65 245 626 165 27 81 

， 5 5 20 ， 5 5 

田区，

入必居夏を戸希敷望にす該る者当し（貸、宿与舎希の望） 機構宿定舎員を等希の望夏す求るに者伴い

計

独身者月 赴単任身者用 世帯者用 独身者用 赴単任身者用 世帯者用

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
6 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
. 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

4 ， 4 

゜ ゜
0.&.17 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
． 

95 

゜
， 

゜ ゜
0.&.17 

151 38 164 

゜ ゜
0..353 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

独身看用 赴単任身看用 世帯看用

゜ ゜ ゜

゜ ゜ ゜

＇ ＇ ＇ 

゜ ゜
． 

゜ ゜ ゜

-4 -9 -4 

.， 

゜

ー95 

゜
-2 

.._151 ..38 ..，．． 

゜ ゜ ゜

（記載例）
別紙

入居者数と希望配分の差異

分居順住（歴実遣住鶉註実及離嘘びの貸・貸●与与）希希望望・ 居戸住薮実を態必と憂棧とiiすする主る湯な珊合の由 具体的な運由

唐住実態

居住実譲

遠距● ②別比いる現戴してた在3大にめ、届お帽、配け住に分る通し平をて動希い均時る望通間もし勤をのな喝妻いの闇し、てと

這距離 ②別比いる現級してた在3大にめ、居お幅Jけ住にに分る逼し平をて動希い均峙る望通間もし動をのな時甍いの閲し、てと

唐住実臨

唐件寧醇＂び貸与希望 ③する当た点め巾●J村への居住を希望

遠坦離 ①まっ既てにい退る去た済めもしくは退去が決

唐件寧響＂び貸与希望 ④その他 000 

居住実謹及び賃与希望 ③する当た絨め巾9出への居住を希望

居住実態
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